
予算決算常任委員会審査手順（案）

議会運営委員会 予算決算常任委員会全体会 常任委員会 分 科 会

①議案付託協議
・事務局が付託先の素案作成
→審査して付託先を決定する。

・予算決算関連議案は予算決算
常任委員会へ付託する。＊１

＊１ 予算決算関連議案：①当初および補正予算案、決算案 ②基金の設置等予算の根幹に関わる議案 ③手数料条例等歳入予算を伴う議案
＊２ 総括質疑は複数分科会にまたがる内容、および政策的な判断を求める内容に限り市長に対して行う。原則、補正予算審査では行わない。

②分科会割振り報告
・予算決算関連議案が付託され
た場合開催。分科会へ割り振
りを行う。

※本会議場にて行い、理事者は
出席しない。

※委員長は副議長、副委員長は
議会運営委員長で演台に。

④付託案件審査
・議案として上程され付託され
た案件のみの審査を行う。

・各議案ごとに大会派順にて質
疑を行う。質疑無しの場合も
想定される。

・審査が終了すれば討論・採決
を行い委員長報告を作成する。

・予算決算議案がある場合は、
一度閉じて分科会を開催する。

③資料要求
・事前に提出した資料要求リス
トの確認を行う。

⑤予算決算関連議案審査
・常任委員会に引き続き行う。
常任委員会に付託案件が無い
場合は分科会から始める。

・割り振られた予算決算関連議
案に関する質疑を行う。割振
りが無い場合は開催しない。

・各議案ごとに大会派順にて質
疑を行う。

・討論・採決は行わない。
・最後に総括質疑の有無を確認
する。＊２

⑥総括質疑のとりまとめ
・全分科会委員長（常任委員長）
の出席を求め総括質疑及び監
査委員への質疑の有無や件数
を報告する。

・総括質疑及び監査委員への質
疑を取りまとめ順番を決定す
る。（大会派順。総括質疑は
議案ごとに行う）

⑦委員長報告・質疑・採決等
・分科会委員長報告にて分科会
での主な質疑の報告を行う。

（常任委員長報告は本会議）
・決算審査で監査委員に質疑を
行う場合はこの場で行う。

・市長に対して総括質疑
※総括質疑は通告制。答弁を含
めて30分以内。自席から一問
一答。

※討論は遠慮し本会議で行う。
※場所は本会議場

⑧本会議

続けて

⑥へ

＜議長を除く全議員で構成＞


